
◎
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
二
月
一
九
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
原
口
国
務
大
臣

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

支
え
合
う
社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
経
済
、
社
会
の
構
造
変
化
に

対
応
し
、
国
民
が
信
頼
で
き
る
税
制
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
の
税
制
全
般

に
わ
た
る
改
革
の
一
環
と
し
て
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る
扶
養
控
除
の
見

直
し
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
措
置
の
見
直

し
、
地
方
の
た
ば
こ
税
の
税
率
の
引
き
上
げ
、
地
方
税
に
お
け
る
税
負
担

軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る
報
告
書
を
国
会
に
提
出
す
る
措
置

の
創
設
を
行
う
と
と
も
に
、
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
整
理
合
理
化
等
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。そ

の
一
は
、
個
人
住
民
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
個
人
住
民
税
に
つ
い

て
は
、
十
六
歳
未
満
の
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
の
上

乗
せ
部
分
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
平

成
二
十
四
年
度
分
の
個
人
住
民
税
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。そ

の
二
は
、
自
動
車
関
連
諸
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
軽
油
引
取
税
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
十
年
間
の
暫
定
税
率
は
廃
止
し
た
上
で
、
当
分
の

間
、
現
在
の
税
率
水
準
を
維
持
す
る
ほ
か
、
揮
発
油
価
格
の
異
常
な
高
騰

が
続
い
た
場
合
に
は
、
本
則
税
率
を
上
回
る
部
分
の
課
税
を
停
止
す
る
等

の
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
十
年
間
の
暫
定
税
率
は
廃
止
し
た
上
で
、
当
分
の

間
、
現
在
の
税
率
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
に

つ
い
て
は
、
自
動
車
重
量
税
の
税
率
の
引
き
下
げ
に
伴
い
地
方
に
減
収
が

生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
譲
与
割
合
を
三
分
の

一
か
ら
千
分
の
四
百
七
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
三
は
、
地
方
の
た
ば
こ
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
道
府
県
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
は
千
本
当
た
り
四
百
三
十
円
、
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て

は
千
本
当
た
り
千
三
百
二
十
円
、
税
率
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
四
は
、
地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
透
明
化
に
関
す

る
措
置
の
創
設
で
あ
り
ま
す
。
地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の

適
用
実
態
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も
に
、
適
宜
適
切
な
見
直
し
を
推
進
す

る
た
め
、
地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
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る
報
告
書
を
作
成
し
、
国
会
へ
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
大
幅
な
整
理
合
理
化
等
を
行
う
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

○
近
藤
昭
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
案
に
つ
き
ま
し
て
申

し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
地
方
交
付
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

両
案
の
要
旨
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る

扶
養
控
除
の
見
直
し
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例

措
置
の
見
直
し
、
地
方
の
た
ば
こ
税
の
税
率
の
引
き
上
げ
、
地
方
税
に
お

け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る
報
告
書
を
国
会
に
提

出
す
る
措
置
の
創
設
な
ど
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

両
案
は
、
去
る
二
月
十
六
日
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が

行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
月
十
九
日
原
口
総
務
大
臣
か
ら
提
案
理

由
の
説
明
を
聴
取
し
、
同
月
二
十
四
日
、
三
月
一
日
及
び
本
日
質
疑
を
行

い
、
こ
れ
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
両
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
委
員
会
に
お
い
て
、
地
方
税
財
政
基
盤
の
早
期
確
立
に
関
す
る

件
に
つ
い
て
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

地
方
公
共
団
体
が
安
定
的
か
つ
充
実
し
た
行
財
政
運
営
を
行
い
得
る
地

方
税
財
政
基
盤
を
早
期
に
確
立
す
る
た
め
、
政
府
は
次
の
諸
点
に
つ
い
て

措
置
す
べ
き
で
あ
る
。

一

現
下
の
厳
し
い
経
済
環
境
の
下
に
お
い
て
、
地
方
財
政
の
収
支
の
悪

化
が
急
激
に
進
み
、
地
方
の
疲
弊
も
極
め
て
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る
財
源
調

整
機
能
と
財
源
保
障
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地

方
税
等
と
併
せ
地
方
公
共
団
体
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
総
額
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の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
法
定
率
の
引
上
げ
を
含
め
、
国
、
地

方
を
通
ず
る
抜
本
的
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

二

地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自
立
性
を
確
立
す
る

と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
間
の
格
差
是
正
を
図
る
観
点
に
立
っ
て
、

国
、
地
方
を
通
ず
る
税
体
系
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
国
、
地
方
間
の
税

源
配
分
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
、
速
や
か
に
偏
在
度
が
小
さ
く
、
安
定

的
で
充
実
し
た
財
源
の
確
保
を
可
能
と
す
る
地
方
税
制
の
構
築
を
図
る

こ
と
。

三

巨
額
の
借
入
金
に
係
る
元
利
償
還
が
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
を

圧
迫
し
、
諸
施
策
の
実
施
を
制
約
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
計
画
的
に
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
臨

時
財
政
対
策
債
を
は
じ
め
、
累
積
す
る
地
方
債
の
元
利
償
還
に
つ
い
て

は
、
将
来
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
万
全
の
財
源
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

地
方
税
財
政
に
係
る
諸
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
財
政

基
盤
の
脆
弱
な
市
町
村
に
対
し
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五

政
策
的
促
進
策
の
下
に
、
多
く
の
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
か
ら
相

当
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
現
在
、
合
併
当
時
に
予
想
で
き
な
か
っ
た

社
会
経
済
情
勢
の
変
動
が
生
じ
て
い
る
団
体
も
多
い
こ
と
に
か
ん
が

み
、
合
併
市
町
村
の
合
併
に
伴
う
特
例
措
置
の
適
用
状
況
と
行
財
政
運

営
の
現
状
を
分
析
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
合
併
市
町
村
の
今
後
の
行
財

政
運
営
に
不
測
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
）

○
佐
藤
泰
介
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
個
人
住
民
税
に

お
け
る
扶
養
控
除
の
見
直
し
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
税
率

の
特
例
措
置
の
見
直
し
、
地
方
た
ば
こ
税
の
税
率
引
上
げ
、
地
方
税
に
お

け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る
報
告
書
を
国
会
に
提

出
す
る
措
置
の
創
設
を
行
う
と
と
も
に
、
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
整
理
合

理
化
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
住
民

税
の
扶
養
控
除
見
直
し
と
子
ど
も
手
当
創
設
と
の
峻
別
の
必
要
性
、
地
方

交
付
税
増
額
が
地
方
の
自
由
に
な
る
財
源
増
額
と
な
ら
な
い
地
方
財
政
計

画
の
問
題
点
、
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
の
暫
定
税
率
廃
止
と
現
行
税
負

担
水
準
維
持
と
の
矛
盾
、
た
ば
こ
税
増
税
に
伴
う
葉
た
ば
こ
農
家
等
へ
の

支
援
策
、
地
方
交
付
税
の
削
減
過
程
と
臨
時
財
政
対
策
債
の
功
罪
、
住
民
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る
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税
に
係
る
制
度
改
正
が
低
所
得
者
の
生
活
に
与
え
た
影
響
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
・
改
革

ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
礒
崎
陽
輔
理
事
よ
り
、
地
方
税
法
等
一
部
改
正
案
に

反
対
、
地
方
交
付
税
法
等
一
部
改
正
案
に
賛
成
、
民
主
党
・
新
緑
風
会
・

国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
武
内
則
男
理
事
よ
り
両
法
律
案
に
賛
成
、
日

本
共
産
党
を
代
表
し
て
山
下
芳
生
委
員
よ
り
両
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の

意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
ま
ず
、
地
方
税
法
等
一
部
改
正

案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
可
否
同
数
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
国
会
法
第
五
十

条
に
よ
り
、
委
員
長
は
本
法
律
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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